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赤祖父円筒分水槽（富山県南砺市（旧井
いの

口
くち

村
むら

））
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写真募集

富
山
県
南
砺
市
の
旧
井
口
村
に
2
0
2
0
年
4
月

に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
た
赤
祖
父
円
筒
分

水
槽
が
あ
る
。
小
矢
部
川
水
系
の
赤
祖
父
川
上
流
の

赤
祖
父
溜
池
か
ら
引
き
込
ま
れ
た
用
水
を
3
か
所
に

分
け
る
た
め
に
1
9
4
9
年
に
造
ら
れ
た
コ
ン
ク

リ
ー
ト
製
の
円
筒
分
水
槽
で
あ
る
。
円
筒
分
水
槽
と

は
、
主
と
し
て
農
業
用
水
を
正
確
に
分
配
す
る
た
め

に
設
け
ら
れ
た
利
水
施
設
で
、
内
円
筒
全
周
か
ら
の

越
流
水
を
外
円
筒
で
受
け
、
こ
れ
を
用
水
の
配
分
率

に
合
わ
せ
て
区
切
っ
て
分
水
す
る
と
い
う
仕
組
み
で

で
き
て
い
る
。

サ
イ
フ
ォ
ン
の
原
理
で
地
の
底
か
ら
わ
き
出
す
よ

う
な
噴
水
の
機
能
的
・
合
理
的
な
姿
は
、
造
形
的
に

も
秀
逸
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
分
水
の
具
体
的

な
様
子
が
外
か
ら
よ
く
見
え
る
の
で
、
水
争
い
が
お

き
に
く
く
、
か
つ
構
造
が
シ
ン
プ
ル
な
の
で
、
維
持

管
理
に
も
無
理
が
な
い
。
現
在
、
５
つ
の
円
筒
分
水

槽
が
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
う
ち

３
つ
ま
で
が
富
山
県
の
も
の
で
あ
る
。

用
水
や
流
路
に
か
か
わ
る
国
登
録
文
化
財
建
造
物

と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
流
雪
溝
や
砂
防
堰
堤
、
取
水

堰
堤
、
水
源
地
の
水
道
施
設
・
貯
砂
施
設
・
濾
過
池
、

水
路
の
階
段
工
や
石
張
水
路
工
・
床
固
工
・
沈
砂
池

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
土
木
遺

産
の
な
か
で
も
円
筒
分
水
槽
の
機
能
美
は
群
を
抜
い

て
い
る
。

赤
祖
父
円
筒
分
水
槽
の
周
辺
に
は
、
用
水
事
業
に

功
績
の
あ
っ
た
地
元
指
導
者
の
胸
像
が
置
か
れ
て
お

り
、
近
く
に
「
水
到
渠
成
」
と
刻
さ
れ
た
巨
大
な
石

碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。「
水
到
り
て
、
渠
成
る
」

と
は
、
水
が
流
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
が
削
ら
れ

自
然
に
溝
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
学
問
を
成

す
と
そ
れ
に
伴
っ
て
徳
も
備
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
表

し
て
い
る
。
ま
た
、
条
件
が
備
わ
る
と
物
事
は
自
ず

と
成
就
す
る
と
い
う
意
と
も
さ
れ
る
。
出
典
は
宋
代

の
文
人
、
蘇
軾
だ
と
い
う
。

円
筒
分
水
槽
の
内
側
か
ら
こ
ん
こ
ん
と
あ
ふ
れ
出

る
用
水
を
見
て
い
る
と
、
飽
き
な
い
。
そ
し
て
、
水

が
こ
こ
に
到
っ
て
、用
水
路
に
分
か
れ
て
流
れ
下
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
長
年
の
水
争
い
が
収
ま
り
、
地

域
に
平
和
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
の
重
み
が

伝
わ
っ
て
く
る
。
切
実
な
必
要
性
が
一
切
無
駄
の
な

い
こ
う
し
た
見
事
な
美
し
さ
を
生
み
出
し
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
を
ぴ
っ
た
り
の
4
文
字
で
表
現
し
た
土

地
の
知
恵
の
奥
深
さ
に
震
撼
す
る
。

國
學
院
大
學
教
授

西に
し

村む
ら

　
幸ゆ

き

夫お

円
筒
分
水
槽
と
「
水
到
渠
成
」

自
由
民
主
党　

国
土
強
靱
化
推
進
本
部
に
荒
木
会
長
が
出
席
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
⑵

荒
木
会
長
が
松
野
ワ
ク
チ
ン
接
種
担
当
大
臣
と
意
見
交
換
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
⑶

「
特
別
決
議
～
人
口
減
少
の
時
代
に
地
方
の
声
を
国
政
選
挙
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
～
」

　

の
実
現
に
向
け
て
荒
木
会
長
が
要
請
活
動
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
⑸

行
政
手
続
法
・
行
政
不
服
審
査
法
の
制
度
に
関
す
る
案
内
窓
口
の
開
設
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
省　

行
政
管
理
局　

調
査
法
制
課　

課
長
補
佐　

鈴
木
真
衣
�
⑹

町
村
ご
当
地
キ
ャ
ラ
じ
ま
ん
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
⑽

「
よ
り
健
や
か
な
町
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
��
�
�
�
�
石
川
県
川
北
町
長　

前　

哲
雄
�
⑾

活�

動

活�

動

活�

動

政�

策

情�

報

随�

想
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荒
木
会
長
か
ら
は
、
は
じ
め
に
「
深
刻

な
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化
」
に
つ
い
て
、
建

設
か
ら
50
年
経
過
し
た
道
路
や
橋
、
ト
ン

ネ
ル
や
下
水
管
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
、
今

後
20
年
間
で
加
速
度
的
に
増
加
す
る
こ
と

を
説
明
し
た
う
え
で
、
自
治
体
に
お
け
る

イ
ン
フ
ラ
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
課
題
と
し

て
、
技
術
系
職
員
の
不
足
や
将
来
に
わ
た

る
安
定
財
源
の
確
保
、
住
民
の
理
解
協
力

の
促
進
な
ど
を
挙
げ
た
。

次
に
、「
日
本
列
島
各
地
で
頻
発
す
る

大
規
模
災
害
」
に
つ
い
て
、
2
0
1
1
年

の
東
日
本
大
震
災
以
降
も
、
日
本
列
島

の
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
、
大
規
模
な
自
然

災
害
が
頻
発
し
て
お
り
、
熊
本
県
で
も

2
0
1
6
年
の
熊
本
地
震
、
2
0
2
0
年

7
月
の
豪
雨
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を

被
っ
て
お
り
、
住
民
の
生
命
と
健
康
を
守

る
責
任
者
の
首
長
と
し
て
、「
国
土
強
靱

化
、
防
災
・
減
災
対
策
」
が
い
か
に
重
要

で
あ
る
か
自
身
の
経
験
か
ら
も
痛
感
し
て

い
る
と
述
べ
た
。

そ
の
う
え
で
、
全
国
町
村
会
の
主
張
と

し
て
、「
い
か
な
る
災
害
に
も
対
応
で
き

る
強
靱
な
国
土
づ
く
り
の
た
め
、
長
期
･

安
定
的
な
イ
ン
フ
ラ
基
盤
整
備
の
推
進
」

「『
防
災
･
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の

５
か
年
加
速
化
対
策
』の
所
要
額
の
確
保
」

「
災
害
救
援
や
代
替
ル
ー
ト
の
確
保
、
復

旧
に
不
可
欠
な
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整

備
促
進
と
所
要
財
源
の
長
期
安
定
的
な
確

保
及
び
防
災
･
減
災
の
観
点
に
お
い
て
重

要
で
あ
る
治
水
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の

河
川
等
の
整
備
の
促
進
」「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
や
、
首
都
直
下

地
震
等
大
規
模
災
害
に
対
す
る
危
機
管
理

等
の
観
点
か
ら
、
東
京
一
極
集
中
の
是
正

と
自
律
･
分
散
型
国
土
構
造
の
構
築
」「
企

業
や
官
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
機
能
、
研

究
・
教
育
機
関
等
の
地
方
へ
の
移
転
・
分

散
、
地
方
へ
の
移
住
・
定
住
の
さ
ら
な
る

加
速
な
ど
真
の
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
分

散
型
の
国
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
に
向
け

た
取
組
の
拡
充
」「
長
期
的
・
計
画
的
な

国
土
強
靱
化
に
向
け
、『
国
土
強
靱
化
の

た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
』
後
の
積
極

的
な
対
策
の
継
続
」
に
つ
い
て
要
請
し
た

行政手続法・行政不服審査法の制度に関する行政手続法・行政不服審査法の制度に関する
案内窓口の開設について案内窓口の開設について

　

自
由
民
主
党　

国
土
強
靱
化
推
進
本
部
（
本
部
長 

二
階
俊
博
衆
議
院
議

員
）
は
4
月
6
日
に
会
議
を
開
催
し
、
地
方
自
治
体
代
表
者
か
ら
国
土
強
靱

化
の
推
進
に
関
す
る
意
見
を
聴
取
し
た
。
本
会
か
ら
は
荒
木
泰
臣
会
長
（
熊

本
県
嘉
島
町
長
）
が
出
席
し
、
い
か
な
る
災
害
に
も
対
応
で
き
る
強
靱
な
国

土
づ
く
り
の
た
め
、
長
期
・
安
定
的
な
イ
ン
フ
ラ
基
盤
整
備
の
推
進
が
不
可

欠
で
あ
り
、「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
」

の
所
要
額
の
確
保
と
と
も
に
、
地
方
団
体
が
安
心
し
て
国
土
強
靱
化
に
取
り

組
め
る
よ
う
積
極
的
な
対
策
の
継
続
な
ど
を
要
望
し
た
。

自
由
民
主
党
　
国
土
強
靱
化
推
進
本
部
に

自
由
民
主
党
　
国
土
強
靱
化
推
進
本
部
に

荒
木
会
長
が
出
席

荒
木
会
長
が
出
席

全
国
町
村
会

全
国
町
村
会

▲意見を述べる荒木会長

▲発言する二階本部長
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う
え
で
、
国
土
強
靱
化
は
、
安
心
・
安
全

に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
の
大
前
提
で
あ

り
、
全
国
町
村
会
と
し
て
も
政
府
・
国
会

と
連
携
し
な
が
ら
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん

で
ま
い
り
た
い
と
意
見
を
締
め
括
っ
た
。

そ
の
後
、
出
席
国
会
議
員
か
ら
「
避
難

所
と
な
る
体
育
館
の
耐
震
化
と
空
調
設
備

の
設
置
の
促
進
」「
建
設
資
材
の
高
騰
を

踏
ま
え
た
補
助
単
価
の
見
直
し
」「
民
間
・

団
体
・
事
業
者
等
が
イ
ン
フ
ラ
の
老
朽
化

を
調
査
す
る
新
た
な
仕
組
み
の
構
築
」「
有

事
の
際
の
医
療
コ
ン
テ
ナ
の
活
用
」
等
に

つ
い
て
発
言
が
あ
り
、
最
後
に
二
階
本
部

長
か
ら
「
災
害
が
起
き
た
と
き
に
昼
夜
を

問
わ
ず
現
場
に
駆
け
つ
け
対
応
に
あ
た
る

首
長
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
、
国
土
強

靱
化
の
予
算
の
確
保
に
全
力
で
取
り
組

む
」
と
の
発
言
で
会
議
を
締
め
括
っ
た
。

※�

提
出
資
料
は
、
本
会
Ｈ
Ｐ
（https://

w
w
w
.zck.or.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

は
じ
め
に
、松
野
大
臣
が
挨
拶
に
立
ち
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
3
回
目
接
種

は
発
症
予
防
・
重
症
化
予
防
の
要
で
あ
り

最
優
先
課
題
の
1
つ
で
あ
る
。
65
歳
未
満

の
方
へ
の
接
種
も
本
格
化
を
す
る
中
、
特

に
若
年
層
が
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
受
け
や
す

い
環
境
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
重

要
だ
と
考
え
て
お
り
、
3
回
目
接
種
の
必

要
性
や
混
合
接
種
の
有
効
性
・
安
全
性
な

ど
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
情
報
発
信
を

し
て
い
き
た
い
。
新
年
度
を
迎
え
進
学
や

就
職
に
よ
り
県
境
を
越
え
た
人
の
動
き
も

活
発
に
な
っ
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
コ
ロ

ナ
感
染
の
リ
バ
ウ
ン
ド
が
懸
念
を
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
の
専
門
家
会

議
で
は
3
回
目
接
種
に
よ
り
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
に
対
し
て
も
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
が
回

復
す
る
こ
と
、
子
ど
も
へ
の
感
染
予
防
に

対
し
て
保
護
者
や
周
囲
の
大
人
が
ワ
ク
チ

ン
を
接
種
す
る
こ
と
も
重
要
と
の
指
摘
が

あ
る
。
各
自
治
体
で
も
特
に
若
年
層
の

方
々
が
接
種
し
や
す
い
よ
う
な
環
境
の
整

備
や
情
報
提
供
に
ぜ
ひ
ご
協
力
を
い
た
だ

き
た
い
。
本
日
は
自
治
体
で
接
種
業
務
を

進
め
る
に
あ
た
っ
て
お
気
づ
き
の
点
に
つ

い
て
忌
憚
の
な
い
意
見
交
換
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

続
い
て
荒
木
会
長
か
ら
は
、「
現
在
、

新
型
コ
ロ
ナ
の
新
規
感
染
者
数
は
下
げ
止

ま
り
の
傾
向
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
部
地

域
で
は
リ
バ
ウ
ン
ド
の
兆
候
が
見
ら
れ
る

な
ど
依
然
と
し
て
予
断
を
許
さ
な
い
状
況

が
続
い
て
い
る
。
今
後
は
感
染
拡
大
防
止

対
策
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
社
会
経
済
活

動
と
の
両
立
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ワ
ク
チ
ン
の
3
回
目
接
種
の
促
進

に
つ
い
て
も
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
私
た

ち
町
村
も
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
全
力
で
取

り
組
ん
で
い
る
が
、
町
村
現
場
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
等
あ
る
た
め
、
本
日
は
要
望

等
も
含
め
て
申
し
上
げ
た
い
」
と
挨
拶
を

述
べ
た
。

そ
の
後
の
意
見
交
換
の
場
で
荒
木
会
長

は
、
3
回
目
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
、

町
村
部
で
も
都
市
部
と
同
様
に
若
者
と
高

齢
者
で
は
接
種
率
に
大
き
な
差
が
生
じ
て

い
る
と
し
、「
私
の
町
（
熊
本
県
嘉
島
町
）

で
も
、
全
体
の
接
種
率
は
対
象
者
（
18�

歳
以
上
）
の
70
％
を
超
え
て
い
る
が
、
65�

歳
以
上
の
接
種
率
が
92
％
な
の
に
対
し
、

20
代
は
42
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
と
述

べ
た
う
え
で
、
町
村
に
お
い
て
も
若
年
層

も
含
め
全
て
の
世
代
に
接
種
率
向
上
に
向

け
た
機
運
醸
成
を
図
る
べ
く
丁
寧
な
情
報

提
供
に
努
め
て
お
り
、
国
に
お
い
て
も
追

加
接
種
の
有
用
性
・
安
全
性
に
関
す
る
情

報
が
国
民
各
層
へ
行
き
わ
た
る
よ
う
、
政

府
広
報
の
さ
ら
な
る
強
化
を
求
め
た
。
ま

た
、
小
児
（
5
歳
か
ら
11
歳
）
子
ど
も
へ

の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
も
、
保
護
者

は
有
効
性
よ
り
も
副
反
応
や
将
来
的
な
安

全
性
を
心
配
し
て
お
り
、
接
種
が
進
ま
な

い
状
況
が
見
ら
れ
る
中
、「
保
護
者
や
子

ど
も
が
安
心
し
て
接
種
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
国
に
お
い
て
接
種
の
目
的
や
ワ
ク
チ

ン
の
効
果
、
副
反
応
、
接
種
を
推
奨
す
る

対
象
の
子
ど
も
た
ち
等
に
つ
い
て
、
専
門

的
な
見
地
か
ら
の
情
報
提
供
を
お
願
い
し

た
い
」
と
訴
え
た
。

ま
た
、
町
村
現
場
の
状
況
に
つ
い
て
、

「
町
村
で
は
こ
れ
ま
で
も
少
な
い
職
員
で

数
多
く
の
業
務
を
こ
な
し
て
お
り
、
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
関
し
て
も
通
常
業
務
と
の
両

　

荒
木
泰
臣
全
国
町
村
会
長
（
熊
本
県
嘉
島
町
長
）
は
、
4
月
6
日
、
松
野

博
一
ワ
ク
チ
ン
接
種
担
当
大
臣
と
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る
意

見
交
換
（
W
E
B
会
議
）
を
行
っ
た
。

荒
木
会
長
が
松
野
ワ
ク
チ
ン
接
種
担
当
大
臣

荒
木
会
長
が
松
野
ワ
ク
チ
ン
接
種
担
当
大
臣

と
意
見
交
換

と
意
見
交
換

全
国
町
村
会

町 村 週 報 （第三種郵便物認可）
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立
で
、
特
に
保
健
師
等
に
大
き
な
負
担
感

が
あ
る
。
現
場
か
ら
は
、
こ
の
先
い
つ
ま

で
ワ
ク
チ
ン
接
種
業
務
が
続
く
の
か
と

い
っ
た
不
安
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
、
可

能
な
限
り
現
場
の
負
担
感
を
減
ら
せ
る
形

に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
」
と
述
べ
た
う

え
で
、
大
臣
に
対
し
「
町
村
の
お
か
れ
て

い
る
状
況
を
理
解
い
た
だ
き
、
今
後
ワ
ク

チ
ン
接
種
を
含
め
、
現
場
で
の
対
応
が
必

要
に
な
る
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
の
方
針
を
国

が
打
ち
出
す
際
は
、
現
場
が
余
裕
を
持
っ

て
準
備
し
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
ら
れ

る
よ
う
、
そ
の
都
度
の
ワ
ク
チ
ン
供
給
の

時
期
等
も
含
め
、
早
め
早
め
の
情
報
提
供

を
お
願
い
し
た
い
」
と
要
請
し
た
。

最
後
に
国
産
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
、
国

内
の
製
薬
会
社
で
も
、
副
反
応
が
少
な
く

安
全
性
の
高
い
不
活
化
ワ
ク
チ
ン
の
承
認

と
活
用
を
目
指
し
最
終
段
階
に
入
っ
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
国
内
企
業
へ
の
取
組
に

対
す
る
重
点
的
な
支
援
を
進
め
る
よ
う
要

請
、「
町
村
で
は
少
な
い
職
員
で
力
を
合

わ
せ
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
は
じ
め
コ
ロ
ナ

対
策
に
真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
で
、

引
き
続
き
力
強
い
支
援
を
お
願
い
し
た

い
」
と
訴
え
、意
見
陳
述
を
締
め
括
っ
た
。

荒
木
会
長
の
発
言
を
受
け
、
松
野
大
臣

は
、
3
回
目
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
、

「
今
後
65
歳
未
満
の
接
種
が
本
格
化
す
る

中
で
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
で
き
る
だ
け

多
く
の
方
に
接
種
い
た
だ
け
る
よ
う
、
追

加
接
種
の
必
要
性
や
混
合
接
種
の
有
効

性
・
安
全
性
に
つ
い
て
C
M
や
S
N
S�

な
ど
の
媒
体
も
活
用
し
、
わ
か
り
や
す
く

情
報
発
信
を
し
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
、

小
児
接
種
に
つ
い
て
は
、「
政
府
で
は
こ

れ
ま
で
小
児
接
種
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
や
動
画
を
作
成
し
デ
ー
タ
を
示
し
つ

つ
、
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
・
安
全
性
に
つ

い
て
発
信
を
し
て
き
た
が
、
保
護
者
の
皆

様
、
お
子
様
の
ご
不
安
に
寄
り
添
え
る
よ

う
、
引
き
続
き
国
と
し
て
も
必
要
な
情
報

を
し
っ
か
り
と
発
信
し
て
い
き
た
い
。
自

治
体
に
対
し
て
も
そ
う
い
っ
た
方
々
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
け
る
よ
う
に
私
た
ち
も
早

め
に
情
報
を
発
信
し
て
い
き
た
い
」
と
発

言
し
た
。
4
回
目
接
種
の
準
備
事
項
等
を

自
治
体
に
示
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、「
円

滑
な
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
実
施
に
当
た
っ
て

は
自
治
体
の
協
力
が
重
要
で
あ
り
、
引
き

続
き
早
め
早
め
に
し
っ
か
り
と
情
報
提
供

を
行
い
、
連
携
を
密
に
取
り
組
ん
で
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
そ

し
て
新
型
コ
ロ
ナ
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
を

国
内
で
開
発
生
産
で
き
る
体
制
の
確
立
に

つ
い
て
は
、
経
済
安
全
保
障
上
も
極
め
て

重
要
だ
と
考
え
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、

「
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
の
開
発
生
産
に
取
り
組
ん
で
い
る

国
内
企
業
に
対
し
、
生
産
体
制
の
整
備
へ

の
補
助
や
有
効
性
を
検
証
す
る
臨
床
試
験

の
実
施
・
費
用
に
対
す
る
補
助
な
ど
を
取

り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
昨
年
6

月
に
は
政
府
が
一
体
と
な
っ
て
必
要
な
体

制
を
構
築
し
長
期
継
続
的
に
取
り
組
む
国

家
戦
略
と
し
て
ワ
ク
チ
ン
開
発
生
産
体
制

強
化
戦
略
を
閣
議
決
定
し
た
。
こ
れ
を
踏

ま
え
、
政
府
と
し
て
引
き
続
き
国
内
で
の

開
発
生
産
の
基
盤
整
備
へ
の
投
資
を
後
押

し
し
て
い
く
」
と
述
べ
た
。

さ
ら
に
、
松
野
大
臣
の
発
言
を
受
け
、

荒
木
会
長
か
ら
、「
こ
の
コ
ロ
ナ
の
感
染

防
止
に
つ
い
て
は
、
国
と
我
々
町
村
、
心

を
1
つ
に
し
て
一
生
懸
命
取
り
組
み
、
早

期
収
束
を
目
指
し
て
頑
張
り
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
で
、
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
を
お
願

い
し
た
い
」
と
述
べ
た
。

最
後
に
、
松
野
大
臣
か
ら
、「
こ
れ
ま

で
申
し
上
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
荒
木

会
長
か
ら
全
国
の
町
村
長
に
お
伝
え
い
た

だ
き
た
い
」
と
述
べ
、
会
合
を
締
め
括
っ

た
。

▲�荒木会長（上）と意見交換を行う松野官房長官（下段中）佐藤厚生労働
副大臣（下段左）島村厚生労働大臣政務官（下段右）
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全
国
町
村
会
は
、
こ
の
た
び
「
特
別
決

議
～
人
口
減
少
の
時
代
に 

地
方
の
声
を

国
政
選
挙
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
～
」
を

と
り
ま
と
め
、
荒
木
泰
臣
全
国
町
村
会
長

（
熊
本
県
嘉
島
町
長
）
が
、
3
月
25
日
の

自
民
党
（
町
村
週
報
3
1
9
5
号
参
照
）

に
続
い
て
、
4
月
6
日
に
公
明
党
の
石
井

啓
一
幹
事
長
、
竹
内
譲
政
務
調
査
会
長

に
、
ま
た
4
月
7
日
に
は
W
e
b
会
議
形

式
で
立
憲
民
主
党
の
逢
坂
誠
二
代
表
代

行
・
政
治
改
革
推
進
本
部
本
部
長
代
行
に

面
会
し
、
決
議
内
容
の
実
現
方
を
要
請
し

た
。

特
別
決
議
は
、
現
在
、
内
閣
府
衆
議
院

選
挙
区
画
定
審
議
会
で
衆
議
院
小
選
挙
区

の
区
割
り
改
定
案
（
い
わ
ゆ
る
「
10
増
10

減
」
問
題
）
の
策
定
作
業
が
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
や
参
議
院
合
区
の
状
況
等
に
関

し
、
地
方
の
定
数
が
大
き
く
減
少
す
る
こ

と
で
、
地
方
の
声
が
こ
れ
以
上
国
政
に
届

か
な
く
な
る
こ
と
に
町
村
が
強
い
危
機
感

を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
現
場
の
声
や

意
見
を
踏
ま
え
と
り
ま
と
め
た
も
の
。

特
別
決
議
で
は
、
町
村
を
は
じ
め
地
方

が
果
た
し
て
い
る
役
割
の
重
要
性
を
強
調

す
る
と
と
も
に
、
地
方
創
生
を
推
進
し
、

地
方
の
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
必

要
が
あ
る
こ
と
や「
参
議
院
の
合
区
解
消
」

を
実
現
す
る
こ
と
等
を
強
く
求
め
、
人
口

減
少
･
少
子
高
齢
社
会
に
お
け
る
我
が
国

の
持
続
可
能
性
を
追
求
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
訴
え
て
い
る
。

要
請
活
動
で
荒
木
会
長
は
「
衆
議
院
小

選
挙
区
の
区
割
り
改
定
案
は
、
一
票
の
較

差
是
正
等
憲
法
と
の
関
係
を
含
め
困
難
な

課
題
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、

特
別
決
議
の
内
容
は
地
方
自
治
体
の
中
で

一
番
影
響
を
受
け
る
全
国
の
町
村
の
強
い

思
い
、
危
機
感
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た

だ
き
た
い
」
と
強
調
。
こ
の
問
題
の
根
底

に
あ
る
地
方
か
ら
東
京
へ
の
人
口
流
出
に

歯
止
め
を
か
け
、「
地
方
分
散
型
の
国
づ

く
り
」
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
、
今
後

さ
ら
な
る
拡
大
に
町
村
が
強
い
危
機
感
を

持
っ
て
い
る
参
議
院
合
区
に
つ
い
て
憲
法

改
正
も
含
め
早
急
な
解
消
を
実
現
す
る
こ

と
を
要
望
し
た
。

※ 

特
別
決
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
会

Ｈ
Ｐ
（https://w

w
w

.zck.or.jp

）

を
ご
覧
下
さ
い
。

行政手続法・行政不服審査法の制度に関する行政手続法・行政不服審査法の制度に関する
案内窓口の開設について案内窓口の開設について

▲石井幹事長（左）に要請する荒木会長（右）

▲竹内政務調査会長（左）に要請

▲逢坂代表代行（下）に要請

「
特
別
決
議
～
人
口
減
少
の
時
代
に

「
特
別
決
議
～
人
口
減
少
の
時
代
に  

地
方
の
声
を
国
政
選
挙
に

地
方
の
声
を
国
政
選
挙
に

反
映
さ
せ
る
た
め
に
～
」
の
実
現
に
向
け
て
荒
木
会
長
が
要
請
活
動

反
映
さ
せ
る
た
め
に
～
」
の
実
現
に
向
け
て
荒
木
会
長
が
要
請
活
動

■公明党

■立憲民主党

全国全国
町村会町村会

町 村 週 報 （第三種郵便物認可）
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１１　

は
じ
め
に

　

は
じ
め
に

現
行
の
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26
年

法
律
第
68
号
。
以
下「
行
審
法
」と
い
う
。）

は
、
旧
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37
年
法

律
第
１
６
０
号
。
以
下「
旧
法
」と
い
う
。）

を
全
面
改
正
し
、
平
成
28
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
た
。

行
審
法
附
則
第
６
条
に
お
い
て
は
、「
政

府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過

し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行

の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

附
則
第
６
条
の
規
定
を
踏
ま
え
、
総
務

省
は
、
施
行
後
５
年
が
経
過
し
た
令
和
３

年
５
月
か
ら
同
年
12
月
ま
で
の
間
、「
行

政
不
服
審
査
法
の
改
善
に
向
け
た
検
討

会
」（
座
長
：
髙
橋
滋
法
政
大
学
法
学
部

法
律
学
科
教
授
。
以
下
「
検
討
会
」
と
い

う
。）
を
開
催
し
、
施
行
後
５
年
間
の
運

用
状
況
に
つ
い
て
整
理
や
評
価
を
行
い
、

改
善
方
策
の
検
討
を
行
っ
た
。（
検
討
会

の
最
終
報
告
は
、
令
和
４
年
１
月
14
日
に

公
表
。
参
考
：
総
務
省
Ｈ
Ｐ
「
行
政
不
服

審
査
法
の
改
善
に
向
け
た
検
討
会
」
： 

h
ttp

s
://w

w
w

.s
o

u
m

u
.g

o
.jp

/

m
a

in
_

s
o

s
ik

i/
k

e
n

k
y

u
/

g
yo

se
ifu

fu
ku

/in
d

e
x.h

tm
l

）

本
稿
は
、
行
審
法
の
所
管
課
で
あ
る
総

務
省
行
政
管
理
局
に
お
い
て
、
筆
者
が
検

討
会
の
事
務
局
と
し
て
検
討
に
携
わ
っ
て

き
た
経
験
を
踏
ま
え
、
検
討
会
の
最
終
報

告
を
受
け
、
行
政
手
続
法
・
行
政
不
服
審

査
法
の
制
度
に
関
す
る
案
内
窓
口
（「
情

報
公
開
・
行
政
手
続
制
度
案
内
所
」）
の

開
設
を
す
る
こ
と
に
至
っ
た
経
緯
及
び
そ

の
窓
口
の
役
割
・
具
体
的
な
利
用
方
法
等

を
解
説
す
る
こ
と
を
目
的
に
執
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
中
、
意
見
に
わ
た
る
部
分

に
つ
い
て
は
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か

じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

２２　　

��

全
国
的
な
案
内
窓
口
の
開
設
に

全
国
的
な
案
内
窓
口
の
開
設
に

係
る
経
緯

係
る
経
緯

⑴⑴��

施
行
状
況
の
把
握

施
行
状
況
の
把
握

旧
法
を
全
部
改
正
し
た
行
審
法
に
お
い

て
は
、
公
正
性
の
向
上
及
び
使
い
や
す
さ

の
向
上
の
観
点
等
か
ら
、
処
分
に
関
与
し

な
い
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
の
仕
組
み

や
第
三
者
機
関
で
あ
る
行
政
不
服
審
査
会

等
へ
の
諮
問
手
続
の
導
入
、
不
服
申
立
て

の
手
続
を
審
査
請
求
に
一
元
化
、
審
査
請

求
期
間
を
60
日
か
ら
３
か
月
へ
の
延
長
等

と
い
っ
た
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。

行
審
法
附
則
第
６
条
を
踏
ま
え
た
検
討

を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
実
際
に
行
審
法

に
よ
る
不
服
申
立
て
を
受
け
、
審
査
庁
と

な
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
状

況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
地

方
公
共
団
体
は
、
都
道
府
県
・
政
令
市
・

市
区
町
村
等
と
、
そ
の
規
模
も
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
状
況

の
把
握
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

総
務
省
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
行
審
法

の
施
行
後
、
審
査
庁
と
な
る
国
の
行
政
機

関
及
び
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
不
服
申

立
て
件
数
等
を
調
べ
る
施
行
状
況
調
査
を

実
施
し
た
。

ま
た
、
令
和
２
年
度
に
お
い
て
は
、
総

務
省
か
ら
一
般
財
団
法
人
行
政
管
理
研
究

セ
ン
タ
ー
へ
の
委
託
調
査
研
究
と
し
て
、

不
服
申
立
人
の
代
理
を
務
め
る
士
業
団
体

及
び
一
部
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
ヒ

ア
リ
ン
グ
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
、「
行

政
不
服
審
査
裁
決
・
答
申
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

（
※
審
査
庁
及
び
行
政
不
服
審
査
会
等
が
、

実
際
に
受
け
た
不
服
申
立
て
の
裁
決
及
び

答
申
の
内
容
を
登
録
い
た
だ
く
こ
と
で
、

一
元
的
に
事
例
の
検
索
・
閲
覧
に
供
す
る

よ
う
、
総
務
省
に
お
い
て
構
築
・
運
用
し

て
い
る
も
の
。
参
考
：
「
行
政
不
服
審
査

裁
決
・
答
申
検
索
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」 

h
ttp

s
://fu

fu
k

u
d

b
.s

e
a

rc
h

.

s
o

u
m

u
.g

o
.jp

/k
o

u
k
a

i/M
a

in

）
か

ら
の
答
申
例
及
び
裁
決
例
の
文
献
調
査
等

を
踏
ま
え
、
有
識
者
に
よ
る
検
討
会
を
開

行政手続法・行政不服審査法の制度に関する行政手続法・行政不服審査法の制度に関する
案内窓口の開設について案内窓口の開設について
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催
し
た
う
え
で
、論
点
の
整
理
を
行
っ
た
。

検
討
会
に
お
い
て
は
、
令
和
２
年
度
に

整
理
さ
れ
た
論
点
等
を
踏
ま
え
、
施
行
状

況
の
評
価
及
び
そ
の
改
善
方
策
を
検
討
す

る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
か
ら
把
握
で

き
て
い
な
い
状
況
に
つ
い
て
、士
業
団
体
、

地
方
三
団
体
、
一
部
の
行
政
庁
へ
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
に
加
え
、
行
政
庁
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た

方
々
へ
の
感
謝
は
後
述
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
が
、
検
討
会
に
お
け
る
検
討
及
び

最
終
報
告
の
と
り
ま
と
め
に
当
た
っ
て

は
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
実

際
の
施
行
状
況
を
十
分
に
踏
ま
え
て
行
う

よ
う
努
め
ら
れ
て
い
る
。

⑵⑵����

検
討
会
の
最
終
報
告
で
指
摘
さ
れ
た

検
討
会
の
最
終
報
告
で
指
摘
さ
れ
た

事
項
事
項

検
討
会
の
最
終
報
告
に
お
い
て
は
、
大

き
く
「
迅
速
な
救
済
」、「
制
度
の
活
用
促

進
」、「
公
正
性
の
向
上
」
の
観
点
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
施
行
状
況
を
踏
ま
え
た
改
善
方

策
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

そ
の
中
で
も
、
行
政
手
続
法
及
び
行
審
法

の
制
度
に
関
す
る
全
国
的
な
案
内
窓
口
の

開
設
に
至
っ
た
背
景
に
関
す
る
内
容
に
つ

い
て
、
ご
紹
介
し
た
い
。

第
一
に
、
行
審
法
に
お
い
て
は
、
不
服

申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
不
服
申

立
人
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
裁
決
等
を
す

る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
は
、
不
服
申
立

人
等
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
不
服
申
立
て

に
必
要
な
情
報
の
提
供
に
努
め
る
べ
き
旨

な
ど
が
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
（
行
審
法
第

84
条
）、
施
行
状
況
を
把
握
し
た
結
果
、

不
服
申
立
人
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
情

報
は
、
そ
の
求
め
に
よ
ら
ず
に
審
査
庁
か

ら
積
極
的
に
提
供
し
た
方
が
良
い
と
考
え

ら
れ
る
状
況
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
た

め
、
見
直
し
内
容
に
お
い
て
は
、
国
民
の

皆
様
に
対
す
る
情
報
提
供
や
相
談
対
応
を

丁
寧
に
行
う
た
め
の
全
国
的
な
案
内
所
の

設
置
や
、
不
服
申
立
て
に
係
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
配
布
等
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ

た
。第

二
に
、
行
審
法
に
お
い
て
は
、
原
処

分
に
関
与
し
て
い
な
い
等
の
一
定
の
要
件

を
満
た
す
審
理
員
が
審
理
手
続
を
行
う
こ

と
と
す
る
審
理
員
制
度
が
新
た
に
設
け
ら

れ
た
と
こ
ろ
、
施
行
状
況
を
把
握
し
た
結

果
、
特
に
小
規
模
な
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
は
、審
理
員
の
適
切
な
確
保
が
困
難
、

審
理
員
審
理
に
お
い
て
十
分
な
審
理
が
尽

く
さ
れ
て
い
な
い
、
審
理
員
意
見
書
の
作

成
が
困
難
で
あ
る
等
の
状
況
が
見
ら
れ

た
。
そ
の
た
め
、
見
直
し
内
容
に
お
い
て

は
、
審
査
庁
の
職
員
を
対
象
と
し
て
、
行

審
法
の
制
度
概
要
に
と
ど
ま
ら
ず
、
審
理

手
続
の
進
行
や
争
点
整
理
の
能
力
を
向
上

さ
せ
る
具
体
的
か
つ
実
践
的
な
研
修
を
設

け
る
こ
と
に
加
え
、
審
理
員
及
び
審
理
員

補
助
者
の
サ
ポ
ー
ト
の
た
め
の
案
内
所
の

設
置
等
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。

第
三
に
、検
討
会
の
議
論
に
お
い
て
は
、

前
提
と
し
て
、
不
服
申
立
て
の
対
象
と
な

る
原
処
分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
に
定

め
ら
れ
て
い
る
手
続
の
実
行
が
、
処
分
庁

に
お
い
て
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い

う
問
題
が
あ
る
旨
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
具

体
的
に
は
、
処
分
庁
は
、
申
請
に
よ
り
求

め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
拒
否
す
る
処
分
及

び
不
利
益
処
分
を
行
う
際
に
は
、
行
政
手

続
法
に
基
づ
き
、
当
該
処
分
の
理
由
の
提

示
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
提

示
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
行
政
手
続
法
の
基
礎
的
な
理
解
の
向

上
も
課
題
の
１
つ
で
あ
る
と
い
っ
た
指
摘

が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、処
分
の
際
に
は
、

審
査
基
準
や
処
分
基
準
を
示
し
つ
つ
、
個

別
事
案
を
ど
の
よ
う
に
当
て
は
め
た
の
か

と
い
っ
た
処
分
理
由
を
明
確
に
提
示
す
る

こ
と
等
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
研
修
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
こ

の
よ
う
な
観
点
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る

旨
が
指
摘
さ
れ
た
。

上
述
し
た
最
終
報
告
に
お
け
る
指
摘
に

加
え
て
、地
方
三
団
体
か
ら
の
意
見
書（
令

和
3
年
9
月
13
日
）
も
踏
ま
え
、
総
務
省

に
お
い
て
、
行
政
手
続
法
及
び
行
審
法
の

制
度
に
関
す
る
全
国
的
な
案
内
窓
口
を
開

設
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

３３　　

��

情
報
公
開
・
行
政
手
続
制
度
案

情
報
公
開
・
行
政
手
続
制
度
案

内
所
の
役
割
等

内
所
の
役
割
等

⑴⑴����

情
報
公
開
・
行
政
手
続
制
度
案
内
所

情
報
公
開
・
行
政
手
続
制
度
案
内
所

の
開
設

の
開
設

総
務
省
で
は
、
従
来
か
ら
、
全
国
に
、

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
総
合
案
内
所

を
設
置
し
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報

の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
11
年
法
律

第
42
号
。
以
下「
情
報
公
開
法
」と
い
う
。）

等
の
円
滑
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
、
行

政
機
関
・
独
立
行
政
法
人
等
に
対
す
る
開

示
請
求
の
手
続
や
制
度
の
仕
組
み
等
の
案

内
を
行
っ
て
い
た
。

こ
の
点
、
検
討
会
の
最
終
報
告
を
踏
ま

え
、
総
務
省
で
は
、
従
来
の
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
総
合
案
内
所
に
、
行
政
不

服
審
査
法
に
基
づ
く
審
査
請
求
の
手
続
や

制
度
の
仕
組
み
、
行
政
手
続
法
の
制
度
の

仕
組
み
な
ど
の
案
内
を
行
う
機
能
を
追
加

し
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
、
情
報
公

開
・
行
政
手
続
制
度
案
内
所
に
名
称
変
更

の
上
、
開
設
し
た
。（
※
な
お
、
行
政
機

関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
15
年
法
律
第
58
号
）
及
び

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15
年
法
律

第
59
号
）
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
に
廃

止
さ
れ
、
新
た
に
個
人
情
報
保
護
委
員
会

が
所
管
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
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法
律
（
平
成
15
年
法
律
第
57
号
）
に
統
合

さ
れ
た
た
め
、
情
報
公
開
・
行
政
手
続
制

度
案
内
所
に
お
け
る
案
内
は
行
っ
て
い
な

い
。）

⑵⑵����
情
報
公
開
・
行
政
手
続
制
度
案
内
所

情
報
公
開
・
行
政
手
続
制
度
案
内
所

の
役
割

の
役
割

情
報
公
開
・
行
政
手
続
制
度
案
内
所
に

お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
情
報
公
開
法
等

に
つ
い
て
は
、
国
民
の
皆
様
に
対
し
、
国

の
行
政
機
関
・
独
立
行
政
法
人
等
に
対
す

る
開
示
請
求
の
手
続
等
の
案
内
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
令
和
４
年
４
月
か
ら
新
た
に
追

加
さ
れ
た
、
行
審
法
及
び
行
政
手
続
法
の

案
内
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
国
民
の
皆
様

に
対
し
て
、
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
て

の
手
続
の
方
法
や
、
行
政
庁
か
ら
の
不
利

益
処
分
又
は
行
政
指
導
に
係
る
制
度
、

行
政
庁
へ
の
申
請
・
届
出
に
関
す
る
一
般

的
な
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

等
を
用
い
て
、
案
内
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
。

ま
た
、
行
政
庁
の
職
員
の
方
々
に
対
し

て
は
、
行
審
法
及
び
行
政
手
続
法
の
制
度

の
概
要
の
案
内
に
加
え
、
例
え
ば
、
行
審

法
で
い
え
ば
、
不
服
申
立
て
を
受
け
た
際

に
、
個
別
の
審
理
手
続
を
進
め
る
際
に
生

じ
た
疑
問
や
悩
み
に
つ
い
て
、
問
合
せ
や

相
談
を
受
け
付
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
案
内
や
、
問
い
合
わ
せ
、
相

談
に
当
た
っ
て
は
、
お
近
く
の
案
内
所
に

電
話
又
は
メ
ー
ル
等
を
い
た
だ
く
ほ
か
、

来
所
に
よ
る
相
談
も
可
能
で
あ
る
。

情
報
公
開
・
行

政
手
続
制
度
案
内

所
は
、
総
務
省
本

省
及
び
都
道
府
県

ご
と
に
設
置
さ
れ

て
お
り
、
令
和
４

年
度
か
ら
開
設
し

た
ば
か
り
で
は
あ

る
が
、
徐
々
に
国

民
の
皆
様
及
び
行

政
庁
の
職
員
の

方
々
に
と
っ
て
、

各
制
度
の
円
滑
な

利
用
又
は
運
用
に

貢
献
で
き
る
存
在

と
な
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

４４　

お
わ
り
に

　

お
わ
り
に

附
則
第
６
条
の
規
定
を
踏
ま
え
た
検
討

に
当
た
っ
て
は
、
運
用
状
況
を
把
握
す
る

た
め
、
士
業
団
体
の
皆
様
や
地
方
三
団
体

の
皆
様
、
行
審
法
の
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
行

政
庁
の
職
員
の
方
々
に
は
、
ご
多
忙
の
中

で
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
に
多
大

な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
実
際
の
運

用
状
況
を
伺
う
こ
と
で
、
思
わ
ぬ
支
障
が

生
じ
て
い
る
状
況
や
、
反
対
に
先
進
的
な

取
組
や
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
、
検
討
の
際
に
は
大
い
に
役

立
て
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
筆
者
個

人
と
し
て
も
、
非
常
に
学
ば
せ
て
い
た
だ

い
た
。
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
、
改
め

て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

 

 

 

🌸🌸

　◎
町
村
週
報
ご
購
読
の
ご
案
内
◎

　「
町
村
週
報
」を
毎
号
ご
自
宅
や
職
場

に
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
ご
購
読
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
は
が
き
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

た
は
Ｅ
メ
ー
ル
（kouhou@

zck.or.jp

）

に
て
、
全
国
町
村
会
広
報
部
ま
で
お
申

し
込
み
下
さ
い
。

★
年
間
購
読
料
１
、
５
０
０
円
（
送
料

込
み
）

★
請
求
書
を
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、

折
り
返
し
お
振
り
込
み
下
さ
い
。

町 村 週 報（第三種郵便物認可）
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総務省の情報公開・行政手続制度案内所 一覧
（令和４年４月１日現在）

案　内　所 所　　在　　地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号 インターネット受付

〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
03-5253-5175
03-5253-5355

中央合同庁舎第2号館2階 03-5253-5111
（内線27184、29085）

北 海 道 管 区 〒060-0808 札幌市北区北８条西２　札幌第１合同庁舎７階 011-708-0638 011-708-0638

函 館 〒040-0032 函館市新川町25-18　函館地方合同庁舎６階 0138-23-0909 0138-23-0919

旭 川 〒078-8501 旭川市宮前１条３丁目３番15号　旭川合同庁舎西館５階 0166-38-3011 0166-38-3013

釧 路 〒085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎３階 0154-23-7136 0154-23-7137

東 北 管 区 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23　仙台第２合同庁舎10階 022-716-1234 022-716-1234

青 森 〒030-0801 青森市新町2-4-25　青森合同庁舎４階 017-734-3354 017-734-3355

岩 手 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1-9-15　盛岡第２合同庁舎４階 019-622-3470 019-624-1155

秋 田 〒010-0951 秋田市山王7-1-3　秋田合同庁舎４階 018-824-1426 018-824-1427

山 形 〒990-0041 山形市緑町1-5-48　山形地方合同庁舎３階 023-632-3113 023-632-3117

福 島 〒960-8021 福島市霞町1-46　福島合同庁舎３階 024-534-1101 024-534-1102

関 東 管 区 〒330-9717
さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎１号館19階

048-600-2404 048-600-2404

茨 城 〒310-0061 水戸市北見町1-11　水戸地方合同庁舎２階 029-221-3347 029-221-3349

栃 木 〒320-0043 宇都宮市桜5-1-13　宇都宮地方合同庁舎３階 028-634-4681 028-637-4809

群 馬 〒371-0026 前橋市大手町2-3-1　前橋地方合同庁舎６階 027-221-1648 027-221-1649

千 葉 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-3　千葉地方合同庁舎７階 043-246-9821 043-246-9829

東 京 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-28-8　新宿地方合同庁舎２階 03-5331-1762 03-5331-1762

神奈川（※１） 〒231-0023 横浜市中区山下町37-9　横浜地方合同庁舎３階 045-228-1308 045-228-1308

新 潟 〒950-8628 新潟市中央区美咲町1-1-1　新潟美咲合同庁舎１号館７階 025-282-1112 025-282-1124

山 梨 〒400-0031 甲府市丸の内1-1-18　甲府合同庁舎９階 055-252-1496 055-251-9223

長 野 〒380-0846 長野市旭町1108　長野第１合同庁舎４階 026-235-5566 026-232-4529

中 部 管 区 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1　名古屋合同庁舎第２号館 052-968-1160 052-968-1160

富 山 〒930-0856 富山市牛島新町11-7　富山合同庁舎 076-405-0312 076-405-0312

石 川 〒920-0024 金沢市西念3-4-1　金沢駅西合同庁舎４階 076-222-2263 076-222-2263

岐 阜 〒500-8114 岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎 058-259-6445 058-259-6445

静 岡 〒420-0853 静岡市葵区追手町9-50　静岡地方合同庁舎 054-653-5106 054-653-5106

三 重 〒514-0033 津市丸之内26-8　津合同庁舎 059-221-2455 059-221-2455

近畿管区（※２） 〒540-8533 大阪市中央区大手前4-1-67　大阪合同庁舎第２号館 06-4791-5630 06-4791-5630

福 井 〒910-0859 福井市日之出3-14-15　福井地方合同庁舎 0776-24-0403 0776-26-4445

滋 賀 〒520-0044 大津市京町3-1-1　大津びわ湖合同庁舎 077-523-1926 077-525-1149

京 都 〒604-8482 京都市中京区西ノ京笠殿町38　京都地方合同庁舎 075-802-1140 075-802-1180

兵 庫 〒650-0024 神戸市中央区海岸通29　神戸地方合同庁舎 078-327-5417 078-327-5417

奈 良 〒630-8213 奈良市登大路町81　奈良合同庁舎 0742-24-0300 0742-24-0303

和 歌 山 〒640‐8143 和歌山市二番丁3　和歌山地方合同庁舎3階 073-431-8221 073-436-5899

中 国 四 国 管 区 〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎４号館 082-502-0271 082-502-0271

鳥 取 〒680-0845 鳥取市富安2-89-4 鳥取第１地方合同庁舎 0857-24-5542 0857-24-5942

島 根 〒690-0841 松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎 0852-21-3680 0852-21-2444

岡 山 〒700-0984 岡山市北区桑田町1-36　岡山地方合同庁舎 086-231-4322 086-221-5661

山 口 〒753-0088 山口市中河原町6-16　山口地方合同庁舎１号館 083-933-1503 083-922-1593

四 国 支 局 〒760-0019 高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎南館６階 087-826-0712 087-826-0712

徳 島 〒770-0851 徳島市徳島町城内6-6　徳島地方合同庁舎 088-657-7063 088-657-7063

愛 媛 〒790-0808 松山市若草町4-3　松山若草合同庁舎 089-941-7701 089-934-5917

高 知 〒780-0870 高知市本町4-3-41　高知地方合同庁舎 088-824-4101 088-824-4194

九 州 管 区 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1　福岡合同庁舎本館 092-431-7083 092-431-7084

佐 賀 〒840-0041 佐賀市城内2-10-20　佐賀合同庁舎 0952-27-8638 0952-22-2652

長 崎 〒852-8106 長崎市岩川町16-16　長崎地方合同庁舎 095-842-9755 095-842-9755

熊 本 〒860-0047 熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎Ｂ棟４階 096-212-9377 096-324-1663

大 分 〒870-0016 大分市新川町2-1-36　大分合同庁舎 097-532-3787 097-532-3790

宮 崎 〒880-0805 宮崎市橘通東3-1-22　宮崎合同庁舎 0985-24-3371 0985-24-3371

鹿 児 島 〒892-0812 鹿児島市浜町2番5-1号　鹿児島港湾合同庁舎5階 099-224-3248 099-224-3248

沖 縄 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第２地方合同庁舎１号館４階 098-941-3285 098-941-3285

※１　令和５年度に所在地変更予定。最新の情報は関東管区行政評価局のホームページを御確認ください。

※２　令和４年12月頃、所在地等変更予定。最新の情報は、近畿管区行政評価局のホームページを御確認ください。

総 務 省 本 省 03-3519-8733
https://www.soumu.go.jp/for
m/common/opinions.html

https://www.soumu.go.jp/hyo
uka/i-chihou-form.html

※上記案内所は管区行政評価局、行政評価事務所又は行政監視行政相談センター内に設置されております。

町 村 週 報 （第三種郵便物認可）
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（第三種郵便物認可） 町 村 週 報 2022年（令和 4年） 4月18日　10第3197号

い
な
ぼ
う

い
な
ぼ
う

町 村 週 報8　平成28年 0 月00日 （第三種郵便物認可） 第2801号

ご当地自慢のおいしいものや伝統行事を身にまとい、
体を張ってPRしているご当地キャラたちを紹介するコーナーです。
今回は、中ブロック（北信・東海・近畿）からピックアップ。

静岡県松崎町

特産品だけじゃない！
文化・歴史を身にまとって観光大使 !!

　
松
崎
町
が
“
自
然
豊
か
で
歴
史
と
文
化
の
香

り
あ
ふ
れ
る
町
”
で
あ
る
こ
と
を
全
国
に
P
R

す
る
た
め
、
2
0
1
2
年
に
公
式
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
と
名
称
を
公
募
し
ま
し
た
。

37
都
道
府
県
の
7
歳
～
81
歳
と
い
っ
た
幅
広

い
年
齢
層
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
3
5
3
点
の
応
募

作
品
の
中
か
ら
選
考
し
、
2
0
1
3
年
に
誕
生

し
た
の
が
、「
ま
っ
ち
ー
」
で
す
。
生
産
量
日

本
一
の
「
桜
葉
」、
那
賀
川
沿
い
の
「
桜
」、
歴

史
的
な
建
造
物
「
な
ま
こ
壁
」、
町
の
「
豊
か

な
自
然
」、そ
し
て「
元
気
な
子
ど
も
」を
モ
チ
ー

フ
と
し
、
頭
は
桜
の
葉
、
お
で
こ
に
は
桜
の
花

を
飾
り
、
な
ま
こ
壁
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
服
を
身

に
つ
け
て
い
ま
す
。
摘
み
取
っ
た
桜
の
葉
を
大

き
さ
ご
と
に
分
け
、50
枚
を
1
束
に
束
ね
る“
ま

る
け
”
と
い
う
作
業
が
得
意
な
の
だ
と
か
。
大

小
に
か
か
わ
ら
ず
、
町
内
の
イ
ベ
ン
ト
や
お
祭

に
は
積
極
的
に
参
加
し
、
時
に
は
県
外
へ
も
遠

征
し
な
が
ら
、
松
崎
町
の
P
R
の
た
め
に
、
元

気
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

　
清
流
・
猪
名
川
の
河
川
環
境
保
全
運
動
を

P
R
す
る
た
め
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
し
て
、
2
0
0
7
年
に
誕
生
し
た
「
い

な
ぼ
う
」。
デ
ザ
イ
ン
と
名
前
を
公
募
し
、
町

内
の
中
学
生
の
案
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
猪

の
子
ど
も
「
う
り
ぼ
う
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し

て
い
て
、
猪
名
川
と
大お

お

野や

山さ
ん

が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
水
色
の
オ
ー
バ
ー
オ
ー
ル
を
履
き
、
お

友
だ
ち
の「
さ
か
な
く
ん
」を
か
た
ど
っ
た『
お

さ
か
な
ポ
シ
ェ
ッ
ト
』
を
持
っ
て
い
ま
す
。

名
前
は
「
猪
名
川
」
の
「
い
な
」、「
う
り
ぼ
う
」

の
「
ぼ
う
」
か
ら
「
い
な
ぼ
う
」
と
名
付
け

ら
れ
ま
し
た
。
2
0
0
9
年
9
月
か
ら
は
、

町
全
体
の
P
R
を
行
う
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
と
し
て
活
躍
。
町
内
3
カ
所
に
大
き

な
石
像
が
設
置
さ
れ
る
ほ
ど
、
町
民
か
ら
親

し
ま
れ
て
い
る
「
い
な
ぼ
う
」。
季
節
や
イ
ベ

ン
ト
に
合
わ
せ
て
、
は
か
ま
や
サ
ン
タ
ク
ロ
ー

ス
の
衣
装
な
ど
に
着
替
え
、
町
を
盛
り
上
げ

る
た
め
、
P
R
活
動
に
一
生
懸
命
で
す
。

1
月
25
日
生
ま
れ
。
明
る
い
性
格
で
、
甘
え
上
手
。
な
ま
こ
壁
柄

の
洋
服
が
似
合
う
元
気
な
子
ど
も
。
特
技
は
、
な
ま
こ
壁
塗
り
と

桜
葉
を
ま
る
け
る
こ
と
。
桜
葉
餅
が
大
好
物
。

6
月
1
日
生
ま
れ
。
小
学
生
の
男
の
子
。
町
で
と
れ
た
も
の
は
な

ん
で
も
大
好
き
で
、特
に「
そ
ば
」と「
し
い
た
け
」が
お
気
に
入
り
。

好
き
な
場
所
は
、
清
流
「
猪
名
川
」
と
大
野
山
。

「つっちー（写真左）」は5月3日生まれの男の
子。「のこりん」は同じ誕生日で、2歳年下の女
の子。ふたりとも、恥ずかしがり屋のくせに好
奇心旺盛。『つっちーとのこりんの歌』に合わせ
て踊るのが得意。趣味はコロコロ転がること。
お茶畑が大好き。

　
東
白
川
村
は
、
幻
の
生
物
と
言
わ
れ
る
「
つ

ち
の
こ
」
の
目
撃
例
が
日
本
一
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
捕
獲
を
試
み
よ
う

と
サ
ー
ク
ル
活
動
を
し
て
い
た
村
民
が
非
公

式
で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
作
成
し
た
の
が
「
つ
っ

ち
ー
」
と
「
の
こ
り
ん
」
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

「
つ
ち
の
こ
」を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
て
、
の
ち

に
村
公
認
と
な
り
、
村
の
P
R
活
動
も
担
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
1
9
8
9
年
（
平
成
元

年
）
か
ら
は
、毎
年
5
月
3
日
に
「
つ
ち
の
こ
」

の
捜
索
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
イ
ベ
ン
ト
「
つ

ち
の
こ
フ
ェ
ス
タ
」
を
開
催
し
、
村
内
外
か

ら
村
民
の
約
2
倍
に
あ
た
る
約
4
0
0
0
人

も
の
方
が
訪
れ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
同
イ
ベ
ン
ト

は
休
止
し
て
い
ま
す
が
、
い
つ
か
ま
た
再
開

で
き
る
日
を
心
待
ち
に
し
な
が
ら
、
今
は
岐

阜
県
内
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
参
加
し
、
村
の

P
R
活
動
に
励
ん
で
い
ま
す
。

岐阜県東白川村

兵庫県猪名川町

ま
っ
ち
ー

ま
っ
ち
ー

Vol.94

岐
阜
県
東ひ

が
し

白し
ら

川か
わ

村む
ら

兵
庫
県
猪い

名な

川が
わ

町ち
ょ
う

静
岡
県
松ま

つ

崎ざ
き

町ち
ょ
う

次
回
は
、
西
ブ
ロ
ッ
ク
（
中
国
・
四
国
・
九
州
・
沖
縄
）
か
ら
ご
紹
介
し
ま
す

松
崎
町
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

つ
っ
ち
ー
＆
の
こ
り
ん

つ
っ
ち
ー
＆
の
こ
り
ん

東
白
川
村
宣
伝
部
所
属

猪
名
川
町
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

中
ブ
ロ
ッ
ク
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11　2022年（令和 4年） 4月18日

随　想

町 村 週 報 （第三種郵便物認可） 第3197号

川
北
町
は
石
川
県
の
加
賀
平
野
の
ほ
ぼ

中
央
部
に
位
置
し
、
霊
峰
白
山
を
源
と
す

る
手
取
川
の
右
岸
に
沿
っ
て
拓
か
れ
た
面

積
14
・
64
㎢
、
人
口
約
６
、
２
０
０
人
の

町
で
す
。
手
取
川
の
も
た
ら
す
豊
富
な
水

と
肥
沃
な
土
壌
に
よ
り
、
県
内
有
数
の
穀

倉
地
帯
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
が
、

昭
和
59
年
に
誘
致
し
た
松
下
電
器
産
業
㈱

（
現
㈱
ジ
ャ
パ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
）
石
川

工
場
を
は
じ
め
と
す
る
企
業
誘
致
に
よ

り
、
農
・
工
・
商
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

町
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

例
年
８
月
第
１
土
曜
日
に
開
催
し
て
い

る
「
川
北
ま
つ
り
」
は
、
北
陸
の
真
夏
を

代
表
す
る
風
物
詩
で
あ
り
ま
す
。
夕
闇
迫

る
頃
、本
町
の
郷
土
文
化
で
あ
り
ま
す「
手

取
亢
龍
太
鼓
」
の
演
奏
か
ら
、
音
と
光
の

祭
典
の
幕
は
開
け
、
会
場
の
手
取
川
簡
易

グ
ラ
ウ
ン
ド
に
は
、
２
、
０
０
０
人
を
超

え
る
町
民
に
よ
り
「
送
り
火
」
が
照
ら
し

出
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、高
さ
46
ｍ
の「
大

か
が
り
火
」
が
点
火
さ
れ
る
と
、
炎
は
天

を
も
焦
が
さ
ん
ば
か
り
に
赤
々
と
燃
え
上

が
り
、
そ
れ
と
と
も
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る

「
虫
送
り
太
鼓
」
の
熱
気
あ
ふ
れ
る
共
演

で
、
ま
つ
り
は
最
高
潮
を
迎
え
ま
す
。

そ
し
て
、
も
う
１
つ
の
目
玉
は
、
北
陸

最
大
級
の
大
花
火
大
会
で
す
。
尺
玉
や
創

作
花
火
、
超
ウ
ル
ト
ラ
ス
タ
ー
マ
イ
ン
な

ど
、
２
万
発
の
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
、

色
鮮
や
か
な
大
輪
と
体
に
響
く
花
火
の
音

は
、
県
内
外
か
ら
の
多
く
の
観
客
を
魅
了

し
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、

昨
年
と
一
昨
年
は
開
催
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
落
ち
着
い
た
状
況
で
開
催
で
き
れ

ば
、
是
非
と
も
お
越
し
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

さ
て
、
本
町
は
、
以
前
よ
り
公
共
料
金

の
低
廉
化
と
少
子
高
齢
化
な
ど
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

公
共
料
金
に
つ
い
て
は
、
水
道
使
用
料

は
、
１
ヶ
月
あ
た
り
10
㎥
ま
で
無
料
（
超

過
後
１
㎥
に
つ
き
50
円
）。
下
水
道
使
用

料
は
、
定
額
２
、
０
０
０
円
／
月
。
ま
た
、

保
育
料
に
つ
い
て
も
、
０
歳
児
で
、
月
額

最
高
で
も
２
０
、
０
０
０
円
。
１
・
２
歳

児
で
１
６
、
０
０
０
円
（
第
３
子
以
降
は

無
料
）。
町
立
保
育
所
に
通
う
３
歳
児
以

上
の
子
ど
も
の
給
食
費
は
無
料
で
す
。
加

え
て
、
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料

に
つ
い
て
も
、低
く
設
定
し
て
あ
り
ま
す
。

少
子
化
対
策
と
し
て
は
、
18
歳
以
下
の

子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
事
業
を
は
じ

め
、
平
成
12
年
度
に
全
国
で
初
め
て
実
施

し
た
不
妊
症
治
療
費
（
不
育
症
を
含
む
）

の
助
成
事
業
や
出
産
祝
金（
５
～
30
万
円
）

の
支
給
な
ど
を
実
施
し
て
お
り
、
小
学
校

区
全
て
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と
し
て
も

活
用
し
て
い
る
児
童
館
を
整
備
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
高
齢
者
福
祉
や
健
康
づ
く
り
の

取
組
で
は
、
75
歳
以
上
高
齢
者
に
対
す
る

医
療
費
の
助
成
事
業
や
35
歳
以
上
を
対
象

と
す
る
短
期
人
間
ド
ッ
ク
（
脳
ド
ッ
ク
や

Ｐ
Ｅ
Ｔ
検
査
を
含
む
）
へ
の
約
９
割
の
助

成
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
一
人
ひ

と
り
に
あ
っ
た
き
め
細
か
な
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
努
め
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
新
築
住
宅
取
得
奨
励
金
と

し
て
１
件
あ
た
り
50
万
円
を
支
給
す
る
事

業
や
、
町
内
で
創
業
・
起
業
す
る
事
業
者

に
対
し
て
、
最
高
50
万
円
を
支
援
す
る
事

業
な
ど
、
町
独
自
の
移
住
・
定
住
や
地
域

活
性
化
の
各
種
施
策
の
充
実
を
図
っ
て
い

ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
施
策
が
呼
び
水
と

な
っ
て
、
平
成
９
年
度
以
降
、
町
の
人
口

は
飛
躍
的
に
増
加
（
当
時
と
比
べ
、約
１
・

４
倍
）
し
、年
少
人
口
比
率
（
０
～
14
歳
）

は
石
川
県
内
ト
ッ
プ
の
16
・
４
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。

新
年
度
に
入
り
、
町
民
か
ら
の
要
望
が

多
か
っ
た
多
目
的
運
動
公
園
（
仮
称
）
の

工
事
に
い
よ
い
よ
本
格
着
手
し
ま
す
。
総

面
積
は
２
・
８
ha
で
、
芝
生
広
場
や
複
合

遊
具
、
１
０
０
ｍ
走
路
や
ジ
ョ
ギ
ン
グ

コ
ー
ス
を
備
え
、
令
和
５
年
度
に
完
成
予

定
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
公
園
が
、
町
民
の

健
康
づ
く
り
の
場
、
憩
い
の
場
、
そ
し
て

交
流
と
防
災
の
拠
点
と
し
て
、
今
後
の
町

の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
確
信

し
て
お
り
ま
す
。

川
北
町
は
、明
治
40
年
８
月
に
中
島
村
、

草
深
村
、砂
川
村
の
３
つ
の
村
が
合
併
し
、

誕
生
し
て
以
降
、
昭
和
55
年
４
月
に
町
制

を
施
行
、
行
政
区
域
の
変
更
も
な
く
、
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
本
格
的
な

少
子
高
齢
化
、人
口
減
少
社
会
が
到
来
し
、

地
方
を
取
り
巻
く
環
境
が
よ
り
一
層
厳
し

さ
を
増
す
中
、
企
業
誘
致
に
よ
る
財
政
基

盤
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
町
民
が
安

全
で
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

「
よ
り
健
や
か
な
町
づ
く
り
」
に
、
引
き

続
き
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

随  想

石川県川
かわ

北
きた

町長　

「より健やかな町づくり」
を目指して

前
まえ

　 哲
てつ

雄
お
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全国町村会館には、
会議室・宴会場のほかに、
ふたつのレストランもございます。
お気軽にお立ち寄りください。

和・洋食のレストランも
お気軽にご利用ください

●全国町村会館へのアクセス
・有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」
　3番出口徒歩1分
・丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」徒歩8分
・タクシー東京駅から約20分

TEL.03（3581）0471
FAX.03（3581）0220
〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番35号
ホームページアドレス　https://www.zck.or.jp/kaikan

レストラン「ペルラン」 和食処「さいかち」

広さと設備が多彩な大ホールと、
３つの会議室がございます。
会議・研修、パーティーなどに
幅広くご利用いただけます。

広さと設備が多彩な大ホールと、
３つの会議室がございます。
会議・研修、パーティーなどに
幅広くご利用いただけます。

3番出口

内
案
ご
の
室
客

ご予約・お問い合わせ

シングル
119室

ダブル
12室

ツイン
18室

SINGLE
ROOM

DOUBLE
ROOM

TWIN
ROOM

さまざまな「集いの場」を
演出いたします

※市町村職員共済組合等の宿泊助成券がご利用いただけます。
和室もございますのでお問い合わせください。

広さと設備が多彩な大ホールと、
３つの会議室がございます。
会議・研修、パーティーなどに
幅広くご利用いただけます。
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